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交通事故後裁判中の線維筋痛症患者は非裁判例の線維筋痛症患者と同程度の治療

成績ー交通事故後発症の線維筋痛症は裁判中でも治癒するー
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抄録

　交通事故後に発症した線維筋痛症患者の中で、裁判例の線維筋痛症8人（女

性6人）中2人（25%）は裁判中に治癒したか、裁判中に著明に痛みが軽減し和解後

治癒した。その他の患者は初診時の痛みの約40%、65％、70%、80%、同程度

、160%になった。つまり、治癒2人（25%）、著効0人、有効４人(50%)、不変・悪

化2人（25%）であった。症状の軽減割合が悪い患者3人（70%、80%、160%）は
脳脊髄液漏出症を合併していたか合併を疑われた。交通事故後に発症した線維筋

痛症患者の中で、非裁判例71人中、治癒5人（7.1%）、著効17人（23.9%）、有

効32人（45.1%）、不変・悪化17人（23.9%）であった。カイ２乗検定あるい

はFisherの直接確率法で比較すると、治癒の割合、著効以上の割合、有効以上の割
合には有意差はなかった。治癒の割合には有意差はないが裁判例の方が大きい。し

かし、非裁判例と裁判例の治療成績は同程度と見なすことが妥当である。ただし、

裁判例中の脳脊髄液漏出症合併例を除外すると、有意差はないが、裁判例の方が治

療成績がよい傾向があった。

 
背景

　交通事故後に発症した線維筋痛症患者においては、裁判中には症状は軽減せず

、裁判が終わると症状が軽減するという噂が医師の間に流布している。それが本

当かどうかを調べた。

 
方法

　2004年4月から2007年３月まで広島県立身体障害者リハビリテーションセンター



、または2007年４月から2012年７月まで廿日市記念病院を受診した線維筋痛症患

者を対象にした。1990年にアメリカリウマチ学会が定めた分類基準を満たす患者

を線維筋痛症と診断した[1]。
　交通事故後に線維筋痛症を発症し加害者側の保険会社との裁判中に私が治療し

た患者の治療成績を、それ以外の線維筋痛症患者の治療成績と比較した。それ以

外の線維筋痛症患者、すなわち非裁判例の線維筋痛症とは交通事故後に線維筋痛

症が発症した患者と交通事故とは関係のない線維筋痛症患者を含む。

　非裁判例の患者の治療成績は2007年４月の時点での治療成績（広島県立身体障

害者リハビリテーションセンターでの治療成績）[2]と2011年12月の時点での治療
成績（廿日市記念病院での治療成績）を集計し、そこから裁判例の線維筋痛症患

者を除外した。2007年４月の時点での治療成績と2011年12月の時点での治療成績
には重複した患者はいない。両方の治療成績には３か月以上治療を行った患者を

全員含めた。薬物治療を終了しても痛みが再発しない場合を治癒とみなした。痛み

が初診時の30%以下であるが薬物治療を継続したか、薬物治療を中止したが痛みが
４か月以上再発しないことを確認できない場合を著効と見なした。痛みが初診時

の31-90%になった場合を有効、痛みが初診時の91%以上になった場合を不変・悪
化と見なした。脱落例はカルテを調べ、どの治療成績に該当するかを私が判断した

。

　裁判例の患者の治療成績は2012年7-8月の時点の治療成績である。非裁判例と同
じ指標で評価した。

　カイ２乗検定あるいはFisherの直接確率法で治癒の割合、著効以上の割合、有効

以上の割合に有意差があるかどうかを調べた。危険率5%未満を有意差ありと判定
した。

 
結果　（図1）

　裁判例の患者8人中２人（25%）は被告であった。つまり、加害者側の保険会社
から、すでに支払った金額以上の債務がないことの確認のために提訴された

。8人（女性6人）中2人（25%）は裁判中に治癒したか、裁判中に著明に痛みが軽

減し和解後治癒した。その他の患者は初診時の痛みの約40%、65％、70%、80%、

同程度、160%になった。つまり、治癒2人（25%）、著効0人、有効４人(50%)、

不変・悪化2人（25%）であった。症状の軽減割合が悪い患者3人



（70%、80%、160%）は脳脊髄液漏出症を合併していた（70%、80%）か脳脊髄液

漏出症の合併を疑われた（160%）。

　非裁判例71人中、治癒5人（7.1%）、著効17人（23.9%）、有効32人（45.1%）

、不変・悪化17人（23.9%）であった。

　カイ２乗検定あるいはFisherの直接確率法で比較すると、治癒の割合、著効以上
の割合、有効以上の割合には有意差はなかった。治癒の割合には有意差はないが裁

判例の方が大きい。しかし、非裁判例と裁判例の治療成績は同程度と見なすことが

妥当である。ただし、裁判例中の脳脊髄液漏出症合併例を除外すると、有意差はな

いが、裁判例の方が治療成績がよい傾向があった。

 



考察

　線維筋痛症においては前述の噂は間違っている。一般論として、脳脊髄液漏出

症合併例は症状が重篤であり、治療成績が悪い。脳脊髄液漏出症合併例は裁判が起

きているから症状が軽快しにくいのではなく、症状が重篤であり治療成績が悪いか

ら裁判になりやすいのである。

　現時点では、保険会社は線維筋痛症や脳脊髄液漏出症を認めず、就労不能にな

っても損害賠償や医療費込みで多くても100万円程度の金額しか提示しない[5]。そ
のため、交通事故後に就労不能になれば提訴する方が自然である。裁判がストレス

になるという説があるが、加害者が全く謝罪しなかったり、保険会社が患者を仮病

扱いし暴言を吐いたり、患者に多大のストレスを与えている。泣き寝入りした方

がストレスがしばしば強い。その上、前述の噂を信じる医師、疾病利得を疑う医

師の偏見に苦しめられている。医師は患者の味方であるべきである。裁判中の線

維筋痛症患者に対しても真摯に治療を行う必要がある。

　本研究では裁判例の患者数が少ないため、「交通事故後裁判中の線維筋痛症患

者は非裁判例の線維筋痛症患者と同程度の治療成績である」とは断言はできない

。しかし、少なくとも、「交通事故後に発症した線維筋痛症患者においては、裁

判中には症状は軽減せず、裁判が終わると症状が軽減するという噂」を支持し

ない。私が知る限り「交通事故後に発症した線維筋痛症患者においては、裁判中

には症状は軽減せず、裁判が終わると症状が軽減するという噂」には科学的な根

拠はない。線維筋痛症に脳脊髄液漏出症を合併した患者では、一般論として症状

が重篤になりやすく、症状が軽快しにくいのである。交通事故後に線維筋痛症と

脳脊髄液漏出症を合併した患者は交通事故後発症の線維筋痛症患者の中でも例外

的に症状が重篤であり、症状が軽快しにくいことを理解すべきである。

　日本の線維筋痛症患者は線維筋痛症に罹患した不幸に苦しんでいるとともに、

日本に生まれた不幸にも苦しんでいる。交通事故後に発症した線維筋痛症患者は

さらに医師の偏見に苦しんでいる。交通事故後に発症した線維筋痛症患者の中で

も裁判中の患者に対しては特にその偏見が強い。自分が同じ立場になった場合を考

えていただきたい。痛みのために例えば２年間就労不能になっても原因不明、心

因性疼痛、身体表現性障害と診断され、保険会社は医療費、休業補償、慰謝料を合

計で100万円程度しか提示しない状況である。前述したように裁判を起こす方が自
然である。私は裁判中の患者さんと職業上の付き合いではあるが、付き合いがある

。ごく普通の人々である。裁判中の患者さんを特別扱いすることは妥当ではない



。被告になった患者さんは特に気の毒な状況である。何ら落ち度がないにもかかわ

らず被告になるのである。
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関する最新の英語論文の翻訳や、痛みに関する私の意見を記載しています。
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